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出
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に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
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基
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認
識
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別

紙
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弁
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
竹
島
問
題
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
基
本
的
認
識
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
五
号
）
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
竹
島

は
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
三
五
八
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お

り
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
、
今
後
と
も
竹
島
の
領
有
権
の
問
題
の
平
和
的
解
決
を
図
る
た
め
、
粘
り
強
い

外
交
努
力
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
外
交
上
の
個
別
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
例
え
ば
、
平
成

二
十
二
年
四
月
十
六
日
、
福
山
哲
郎
外
務
副
大
臣
が
、
権
哲
賢
在
京
大
韓
民
国
大
使
に
対
し
て
、
竹
島
の
領
有
権
の
問
題
に

関
す
る
我
が
国
の
立
場
を
申
し
入
れ
て
い
る
。


